
ジャーナ リス ト

椎 谷 哲 夫 様

4北議事第11号

令和 4年 4月 4日

晨1議」雪麗
北上市議会議長 人重樫 七 奮型手

粟
●

公開質問状について (回 答 )

令和 4年 2月 21日 付 けでお問い合 わせ があった標記 の件 について、次 の とお り調査

し、正当であると判断 しま したので回答 します。

記

1 正 当な表記であったか否 かについて

(1)意 見書提 出者への間き とり結果

平成29年度 「家族 の法制 に関す る世論調査」問10に ついて設 間の中で 3通 りの

間 き方 を している。

(ア )婚 姻 をする以上、夫婦は必ず同 じ名字 (姓 )を名乗るべきであ り、現在

の法律を改める必要はない。

(イ 〉 夫婦が婚姻前の名字 (姓 )を名乗 ることを希望 している場合には、夫婦

がそれぞれ婚姻前の名字 (姓 )を名乗 ることができるように法律を改めて

もかまわない

(ウ )夫 婦 が婚姻前 の名字 (姓 )を名乗 るこ とを希望 していて も、夫婦 は必ず

同 じ名宇 (姓 )を 名乗 るべ きだが、婚姻 によつて名宇 (姓)を改 めた人が

婚姻前 の名字 (姓 )を 通称 として どこで も使 えるよ うに法律 を改 めること

については、かまわな い

(イ )(ウ )と もに夫婦別姓について賛成かとは聞いてお らず、いずれ も婚前の姓

を名乗ることを希望するカ ップルが存在することを前提に設定 されてお り、 (ウ )

は (ア )に は含まれないことか ら、選択肢を広げることを是非 とする条件付容認 と



みな した。意見書の作成に当たっては 「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」

の情報も参考に作成 した。

2 正当である と判断 した理 由及び根拠

上記 の間き とりの内容 については、内閣府 のホームペー ジ及 び 「選択的夫婦別姓

全国陳情アクシ ョン」の情報 との整合 も確認 しています。

また、内閣府 に確認 した ところ、 どち らに含 んでもかまわない との回答 を得てお

り、適切 な内容 と判断 してい る。
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